
議案第７５号 

 

   大田原市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 大田原市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成２８年１２月５日提出 

 

                        大田原市長 津 久 井 富 雄   



大田原市行政組織条例の一部を改正する条例 

大田原市行政組織条例（平成１７年条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「、土地改良及び地籍調査」を「及び土地改良」に、「⑸ 市街地整備及び再 

開発に関すること。」を 
「⑸ 市街地整備及び再開発に関すること。 

⑹ 地籍調査に関すること。      」 
に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


